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社会福祉法人大崎市社会福祉協議会  

古川地域包括支援センター指定介護予防支援事業  

及び介護予防ケアマネジメント事業運営規程  

 

（事業目的）  

第１条 大崎市（以下、「事業者」という。）が開設する古川地域包括支援センター  

（以下、「事業所」という。）が行う指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジ  

メント（以下、「サービス」という。）は、介護保険法等関連法令に従い、介護保  

険の基本理念である自立支援の観点から、「利用者の自立」及び「状態の維持・  

改善」を目的とした適切な介護予防サービス・支援計画書を作成し、介護予防  

サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業サービス（以下、「介護予防サー  

ビス等」という。）の提供が確保されるよう、関係機関等との連絡調整を行いま  

す。  

 

（運営方針）  

第２条 事業所は、利用者の自立支援および状態の維持・改善を目的に、利用者の  

立場に立って支援を行うものとする。  

２ 事業所は、利用者の心身の状態や生活環境に応じた、適切な介護予防サービス  

等の提供を行うものとする。  

３ 事業所は、利用者が適切な介護予防サービス等を選択できるよう、情報を提供  

し、説明するものとする。  

４ 事業所は、特定の介護予防サービス等にかたよらないように公平な支援を行  

うものとする。  

５ 事業所は、主治医や、介護予防サービス等の提供者と協力・連携し、迅速かつ  

適切な支援を提供するものとする。  

 

（事業所の名称及び所在地）  

第３条 サービスを行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。  

（１） 名 称  古川地域包括支援センター  

（２） 所在地  宮城県大崎市古川三日町二丁目５番１号古川保健福祉プラ  

ザ（ｆプラザ）内３階  

 

（職員の職種、員数及び職務内容）  

第４条 職員の職種、員数及び職務内容については下記の通りとする。  

職 種  職務内容  常勤  非常勤  計  
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管理者（保健師兼

務）  
事業所運営管理  １名  0 名  １名  

社会福祉士  
相談支援  

介護予防支援  

介護予防ケアマネジメント  

連絡調整  

その他事務等  

２名  ０名  ２名  

主任介護支援専門

員  
３名  ０名  ３名  

保健師等  ２名  ０名  ２名  

その他の職員  事務等  若干名  ０名  若干名  

合計  ８名  ０名  ８名  

 

（営業日及び営業時間）  

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。  

（１） 営業日  月曜日から金曜日（国民の祝日及び１２月２９日から１月  

         ３日を除く）  

 （２） 営業時間 午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

 

（サービスの利用料）  

第６条 サービス利用料金は、厚生労働大臣が定めた基準によるものとする。  

２ 交通費については、サービスの実施地域内は無料とする。  

 

（サービスの流れ）  

第７条 サービスの流れは下記の通りとする。  

①サービス利用申込の受付  

 

②サービスの手順、内容等の重要事項の説明  

 

③サービス利用の契約締結  

 

④利用者やご家族の意向を確認しながらのアセスメント  

 

⑤介護予防サービス・支援計画書の原案作成と支給限度額・利用者負担額の提示  

 

⑥サービス担当者会議の開催  

・原則的に介護予防サービス・支援計画書作成、変更時に開催  

・介護予防サービス・支援計画書の原案について、利用者やご家族とともに介護  
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予防サービス等利用内容の確認・同意  

 

⑦介護予防サービス・支援計画書の交付（新規・更新時・変更時）  

 

⑧サービス利用票・サービス提供票の作成・交付（新規・変更時）  

 

⑨計画対象期間中の実施状況把握と連絡調整  

 

⑩給付管理票の作成と提出（毎月）  

 

（サービスの実施地域）  

第８条 サービスの実施地域は、大崎市の古川中央地区、古川東部地区、古川西部  

地区、古川南部地区とする。  

 

（勤務体制の確保） 

第９条 事業者は、利用者に対し適切な事業を提供できるよう、事業所ごとに職員 

の勤務体制を定めるものとする。 

２ 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる 

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な  

範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針 

の明確化等必要な措置を講ずるものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１０条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の 

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた  

めの計画（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い 

必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修 

及び訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画 

の変更を行うものとする。 

 

（緊急時及び事故発生時の対応）  

第１１条 事業所は、居宅を訪問中に利用者の体調急変、その他の緊急事態が生  

じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者へ報告  
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するものとする。  

２ 事業所は、利用者に対する事業の提供中に事故が発生した場合には、速やかに 

利用者の家族、関係市町村に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者へ報告 

するものとする。 

３ 事業者は、サービスの提供中、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、 

天変地異等不可抗力による場合を除き、速やかに誠意をもって保険の範囲内で  

損害を賠償するものとする｡但し、当該事故の発生につき利用者の側に故意又は  

過失がある場合は、この限りではない。 

 

（衛生管理等） 

第１２条 事業者は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う 

ものとする。 

２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号 

に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す 

る委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい 

て、職員に周知徹底を図る。 

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す 

る。 

（３） 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための 

研修及び訓練を定期的に実施する。 

 

（掲 示） 

第１３条 事業所は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体 

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示、 

又は重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者等が  

自由に閲覧可能な形で事業所内に備え付けるものとする。 

２ 事業所は、事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上 

で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、事業者ホームページに掲載 

し、公表することとする。 

 

（秘密保持等） 

第１４条 事業所職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者等の秘密を漏 

らさないこととする。 

２ 事業者は、事業所職員が、正当な理由がなく、業務上知り得た個人情報につい 

ては、雇用期間中及び雇用契約終了後においても第三者に漏らすことがないよ  
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う就業規則に記載し、秘密保持義務に関し配慮することとする。 

３ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者等の個人情報を用いる場合 

は当該利用者等の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。 

 

（苦情処理） 

第１５条 事業者は、介護予防サービス等に位置付けた指定居宅サービス等に対 

する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じ、  

その内容等を記録することとする。 

２ 事業者は、提供したサービスに関し、介護保険法第２３条の規定により市町村 

が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の職員から  

の質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村  

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行  

うこととする。 

３ 事業者は、提供した介護予防サービス等に関する苦情に関して国民健康保険 

団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導  

又は助言を受けた 

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。 

 

（身体拘束の禁止） 

第１６条 事業所は、サービス事業所が利用者又は他の利用者等の生命又は身体 

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等について適正な措 

置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 事業所は、サービス事業所が身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時 

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること 

とする。 

 

（虐待の防止） 

第１７条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止するた 

め、次の号に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１） 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に 

開催するとともに、その結果について職員へ周知徹底を図る。 

（２） 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施 

する。 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 
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（本書に定めのない事項について）  

第１８条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業  

所管理者が協議の上、定めることとする。  

 

 

附 則  

この規程は、平成２１年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成２３年 ６月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成２４年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成２７年 ３月１６日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成３０年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成３０年 ５月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ５年 ６月１９日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ５年 ７月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ７年 ２月 １日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和 ７年 ４月 １日から施行する。  

附 則  
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この規程は、令和 ８年 １月 １日から施行する。  

 


